
わたしたちは国⽴大学法⼈法改正法案の廃案を求めます 

 

 大学とは、公共のものであり、誰にでも開かれ、学生や教職員というステークホルダーを

軸に、社会を構成する多様な人たちがよりよい社会や文化を創造する社会資源です。 

 そのなかで、今回の国立大学法人法改正案は、多くの反対・廃案声明で説明されるように、

「稼げる」大学法案となっています。 

 大学の教職員や学生は日々多様で自由な教育・研究の営みを行っています。それが本法案

では、産業活動に利するか否かという１つのものさしで、自由で多様な活動が踏みにじられ

かねません。 

 そればかりか、学生の授業料を引き上げることや、公平公正中立かつ社会平和のための基

礎的な教育研究活動が、競争力や経済力を強化するための産業活動に置き換えられ、多様な

人々が安心して暮らせる社会創造とは真逆な活動に、大学が駆り出されないか危惧します。

大学で働く者として、今回の法案は大学の変質を加速化させる危険な法案だと考えます。 

 以上により、大分大学教職員組合は、本改正案の廃案を強く求めます。 

 

 なお、参考資料として以下の声明を添付いたします。 

(2023 年 11 月 6 日)全大教中央執行委員会の声明「国立大学法人法改正案は政府の過度の

介入をもたらすもの」 

 

                        2023年 12月 5日 

                        大分大学教職員組合執行委員会 



  



 


